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◼ 情報提供ネットワークシステムやオンライン資格確認の活用により、他機関とのシステム連携は一定程度可能と認識しております。
◼ 介護機関と他市区町村との連携方法の効率化について、改めて問題点・課題を確認した上で議論を行いたいと考えております。

業務変更イメージ図 ー他機関等との連携体制ー

現状 改善イメージ
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標準準拠システム
間連携できる範囲

• 介護機関ごとに書面で被保護者の
介護扶助受給資格情報の通知・書
類受領を行っており、情報共有に手
間が生じている

• 情報の収集手段が書面照会、電話に
限定され非効率（情報の更新のため
に、都度照会を行っている）
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指定介護機関等とのシステム間連携のネットワーク
構築は難しいため、システム間連携以外の手段で
効率化を行う
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経由で連携できる範囲

書面取得・電話連絡

• 自治体の指定
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他部署保有の他法受給情報(特別障害者手
当受給情報、児童扶養手当受給情報等)

都道府県認定の他法情報等（自立支援医
療に関する情報、小児慢性特定疾病、指定

難病患者情報）の提供依頼

システム間連携
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扶助受給決定通知・リスト等
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• 自治体の指定医療機関・
介護機関のリスト（※）

※リストについては別ファイル（医療機関情報リスト・
介護機関情報リスト）を参照

オンライン資格確認システ
ム経由で連携できる範囲

システム間連携

他部署保有の他法受給情報(特別障害者手
当受給情報、児童扶養手当受給情報等)

都道府県認定の他法情報等（自立支援
医療に関する情報、小児慢性特定疾病、指

定難病患者情報）の提供依頼

システム間連携

被保護者の
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【確認事項】
• 他市区町村と連携したい情報とは何か？

（地方厚生局HPに掲載されていない都道府県、政令指定都
市、中核市で指定している指定医療機関情報・指定介護機
関情報のうち、どのような情報か？）

• 連携頻度・手間を減らすための情報連携の方法と
は何か？（都度照会を行わない仕組みが良いか？）

【確認事項】
• 連携頻度・手間を減らすための情
報連携の方法とは何か？
（書面という手段が手間なのか、通
知そのもの手間なのか？）

情報連携

情報連携
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医療機関 施術機関

◼ 療養費（はり・きゅう）判断を行うにあたり、チャットボットを用いて過去の類似事例等を参照することで、CWの判断を支援することを想定
しています。

業務変更イメージ図 ー療養費（はり・きゅう）の判断支援（医療券・調剤券・施術券等の交付）ー

現状 改善イメージ

申請受付

要否意見収集
要否判断

施術券作成・
交付

• 保護変更申請書
の作成

• 対象医療機関、
施術機関の確認

• 保護変更申
請書の提出

• 要否意見書の作成
• 要否意見内容登録
• 扶助の要否判断

• 要否意見書(必要
事項記載済)を送付

照会先
• 要否意見書の送付

• 要否意見書(意見
記載済み)の送付

• 要否意見
書の送付

• 医療券、施術券
作成

• 給付の廃止・停止

• 医療券・施術券
等の送付

• 被保護者の生活
保護資格情報・
委託医療機関情
報等の提供

• 施術券（記載
済）の送付

• 医療券、施術券作成
• 給付の廃止・停止

• 医療券・施術券等
の送付

• 施術券（記載済）
の送付

• チャットボットで審査事
例等の情報を提供

• 療育費の構造が複雑で扶助の
適用可否の審査が難しく、判
断に時間を要している

・過去の類似の判断事例、判断に用いる根拠資料（療養費の支給基準）の該当箇所を参照できる
チャットボット（辞書型）を用いることで、CWの判断支援が可能となる。
（チャットボットの回答をもとにして最終的な判断はCWが行う想定。類似の判断事例を参照する場合
は、チャットボットに過去事例を入力する必要がある。）
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